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４．滋賀県近江八幡市 



 51

1．プロジェクト概要                           成果報告書様式１      

プロジェクト

の名称 
小舟木エコ村プロジェクト 

プロジェクト

の対象地域 
滋賀県近江八幡市小船木町 721番地地先（区域面積 14.88 ha） 

プロジェクト

の実施期間 
平成 14年 10月～平成 23年 3月（予定） 

プロジェクト

の主体 

○ 近江八幡市 
事業法人 ㈱地球の芽 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

目
標 

・計画地において、環境共生型の生活様式を実践するとともに、自律循環型地域経

済システムモデルの構築、生活産業・コミュニティビジネスの創出、さらには雇

用創出、来訪者の増加をはかり、都市の再生・活性化を導くなど、全国の環境共

生まちづくりの先進的モデルを実現する。 
・琵琶湖近傍に位置することから、徹底して水にこだわり、地域内水循環利用シス

テム（雨水、汚水）を構築するとともに、多自然型水路等の整備を行う。 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の 

提
案
理
由
（
経
緯
・
背
景
） 

平成 12年 11月、自分たちが抱えている問題を自分たちの力で解決に取り組むと
いう方法、すなわち『自考自築』をモットーに、研究者、経済人、行政、そして市

民の自発的な運動としてエコ村づくりを目ざして、エコ村ネットワーキングが発足

した。 
平成 14年 11月、滋賀エコ村国際シンポジウムにおいて、エコ村実現の最初の計
画地を近江八幡市小船木町とすることを発表し、これより小舟木エコ村プロジェク

トが始まった。対象地域は、近江八幡農村地域工業等導入事業区域に定められてい

るが、計画は未達成のままで、現況は未利用の遊休地となっている。 
エコ村は、過去への回帰ではなく、未来を先取りした環境と共生した社会づくり

である。持続可能、コミュニティ、循環、地域の知恵と資源、生命への共感、発達

（学習）をキーワードに、持続可能な社会のコミュニティモデルであるエコ村を、

都市や農村などさまざまな条件のもとでつくりだす。 

プ 

ロ 

ジ 

ェ 

ク 

ト 

の 

概 

要 

当
初
想
定
し
て
い
た 

課
題
、
問
題
点 

①本計画は、NPO、企業、団体、大学、住民、行政等の多様な主体によるネットワ
ークによって推進される。このネットワークを計画の実現に向けたより強固で実

効性のあるものにする必要がある。 
②本計画は、環境共生をテーマとした既存の制度・枠組みにとらわれない、NPOな
どの多様な主体の力を結集した民間発意の取り組みであるが、このような先導的

事業に対する補助制度は、自治体を対象とするものが大半であり、民間主体で、

かつ地域協働で実施する事業への補助制度は少ない。 
③法令等、規制の柔軟な適用と各種行政手続きの迅速な処理が必要である。 
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2．実施状況                             成果報告書様式２―１      

個別事業名 個 別 事 業 の 概 要 

 
計画の具体的

内容 

 
 

エコエネセンター整備 バイオマス発電 エネルギー供
給 

新エネルギーシステム整備 燃料電池、コジェネレーション等の給
電施設 

環境調和型住宅整備 戸建 200戸、低層集合住宅 100戸、
太陽光発電等 

居住・コミュニテ
ィ 

コミュニティセンター整備 コミュニティ、市民の交流施設 

暮らし工房整備 地域の素材や技術を活かした販売・
展示施設 

農産品直売所・ｴｺｼｮｯﾌﾟ整備 地域農産品の直売所、環境関連グッ
ズの店舗 

地域サービス 

菜園・農園整備 雨水・有機廃棄物等の再利用の場を
兼ねた園地 

教 育 ・ 研 究 研究・研修施設整備 環境と暮らし等を総合研究し、人材を
育成 

産 業 菓子工房整備 環境とエネルギー、地域原料にこだ
わる観光工場 

① 

地域水循環を

回復するプロ

ジェクト 

水の循環利用 
（雨水・地下水の循環利用、ビオトープの創造） 

 

② 

持続可能なエ

ネルギー利用

を実現するプ

ロジェクト 

自然エネルギーの利用 

（太陽光発電、太陽熱利用、風力発電、地中熱利用） 

省エネルギーの利用 

（屋上緑化、微気候管理ランドスケープの実践、） 
 

③ 

健全な地域物

質循環をつく

るプロジェク

ト 

廃棄物の再生利用 

（家庭菜園・市民菜園を活用した循環システムづくり、農産物販売所の設

置、） 

 

概 
 

要 
 

報 
 

告 

④ 

社会の健全性

をうみだすプ

ロジェクト 

参加型コミュニティの形成 

（小舟木エコ村推進協議会、コモンズの形成と住民管理、コミュニティビ

ジネスの起業支援、緑地協定、地域の伝統技術の伝承、ゆとりある宅地の

提供） 
 

計画の具体的内容 



 53

成果報告書様式２―２ 

 

造成工事

環境調和型戸建住宅
建設

「株式会社地球の
芽」設立

基本設計完了

詳細計画・各種申請

Ｈ１６ Ｈ１８

「小舟木エコ村推進
協議会」設立

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１７ Ｈ２２～

研究交流住宅建設

小舟木エコ村
センター建設

計画

予定
実施

年度
事業
名

提出日
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小舟木エコ村プロジェクト概要図       成果報告書様式２－３ 
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成果や状況を示す写真（Ａ、Ｂ：事業番号①～④，Ｃ～Ｆ：事業番号④） 

成果報告書様式２－４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【コメント欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

小舟木エコ村計画地現況写真 （滋賀県近江八幡市小船木町地先） 

 

Ａ： 計画地南東端より北西方向を望む 

Ｂ： 計画地北端より南西方向を望む 
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    【コメント欄】                          

Ｃ．小舟木エコ村推進協議会による協議会事業 

環境倫理セミナー『安心安全な食のネットワークづくりに向けて』 

開催日：平成 16 年 11 月 25 日（木） 

講 師：宇根豊氏（特定非営利法人 農と自然の研究所 代表理事） 

 

Ｄ．小舟木エコ村推進協議会による協議会事業 

環境倫理セミナー『土が育てるうまい野菜～コツの科学教えます～』 

開催日：平成 17 年 2 月 27 日（日） 

講 師：西村和雄氏（京都大学フィールド科学教育研究センター講師） 

 

Ｅ                Ｆ 

 
【コメント欄】 

Ｅ，Ｆ．小舟木エコ村推進協議会による協議会事業 

農園参加型セミナー 

『おいしい食のネットワーク（Food Coop）をつくろう 

～小舟木エコ村と、地元のおじいさん・おばあさんと～』 

開催日：平成 16 年 8 月 21 日（土） 

講 師：岡田松文氏、岡田あきよ氏、中川とし子氏（地元の家庭菜園実践者） 

Ｃ Ｄ 



 58

○事業の取組状況                         成果報告書様式２－５      

取 組 状 況 

①

～

④

共

通 

○ 小舟木エコ村整の基本・実施設計 

 開発許可の取得に向けて、庁内各課および県と事前調整を進めている。また、農地転用許可の
取得について、農業振興地域の整備に関する法律に基づく「27号計画」策定に向けて、県農政課・
近畿農政局と協議を進めている。施設計画については研究・交流施設、エコエネセンター、コミ

ュニティセンター、農産品販売所を小舟木エコ村センターに統合して拠点性を高めた。菓子工房、

まちづくり工房はコミュニティビジネスとしての取組に集約し、店舗付住宅で実現することとし

た。集合住宅は市場性等の観点から戸建住宅に変更した。 
  

○ 小舟木エコ村の計画・システム検討 

小舟木エコ村計画推進のためのワークショップ開催 
 
 

 

第 1回ワークショップ 「小舟木エコ村づくりの船出」 平成 15年 4月 

第 2回ワークショップ 「小舟木エコ村のエコロジカル・デザイン」 平成 15年 5月 

① 

○ 小舟木エコ村の計画・システム検討 
小舟木エコ村計画推進のためのワークショップ開催 

  課題別ワークショップ

水環境WS（5回） 
「安全な水の確保、地域の水循環の維持」 
自立循環型の汚水・排水処理方法／雨水貯留と

利用／地下水の保全と利用／地域水循環システ

ム／まとめ 

平成 15年 8～12月 

② 

○ 小舟木エコ村の計画・システム検討 
小舟木エコ村計画推進のためのワークショップ開催 

 
 

 
課題別ワークショップ

ｴﾈﾙｷﾞｰWS（6 回） 
「化石燃料に依存しない熱・電力の供給」 
バイオマスエネルギー（植物系）／バイオマスエネ

ルギー（廃棄物系）／風力・水力エネルギー／高

効率発電／まとめ 

平成 15年 7～12月 

③ 

○ 小舟木エコ村の計画・システム検討 
小舟木エコ村計画推進のためのワークショップ開催 

  
課題別ワークショップ

住環境WS（5回） 
「快適な住まい」 
環境共生住宅の概要／地球環境の保全に関わる

手法／周辺環境の親和性に関わる手法／居住環

境の健康・快適性に関わる手法／まとめ 

平成 15年 8～12月 

④ 

○ 小舟木エコ村の計画・システム検討 
小舟木エコ村計画推進のためのワークショップ開催 

 

 

 

 

 

○ 小舟木エコ村推進協議会事業の実施 

近接する 2つの自治会を対象に地域文化調査を実施 
計画地周辺の近江八幡市小船木町（計 121戸）と同八木町（計 58戸）の 82戸（回答率 45.8％）
について、平成 16年 9月・11月に農村環境調査を実施した。そのなかでも小舟木エコ村で
計画予定の朝市について、いずれの町も関心が高いことがうかがえた。 
 

地産地消の実践に向けて、安心、安全な農と食をテーマにセミナーを 2回にわたって実施 
農業従事者に限らず幅広い市民層から計 100 名の参加を得た。なお、本セミナーでは計画
地を拠点とした消費者と生産者の顔の見える関係づくりを「安心、安全な食のネットワーク」
構想として、事業会社から参加者に対して提案が行われた。 

 

安心・安全な食のネットワークづくりに向けて、農園参加型セミナーを実施 

小舟木エコ村プロジェクトに先立って、“安心・安全な食のネットワーク”を構築している。
そのため、小舟木エコ村南端のある 5,000㎡の畑で有機農業の連続講座を行っている。 

課題別ワークショップ

生活者WS（6回） 
「顔の見えるコミュニティづくり」 
住み手の思い／模型をもとにした住み手の暮らし

／個人・家族の暮らし／コモンと個人の関係性／

生態系とのつながり／まとめ 

平成 15年 6～12月 
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3．成果・効果                              成果報告書様式３      

現 時 点 ま で の 成 果 内 容 

小舟木エコ村推進協議会は、平成 15 年 4 月に発足してから今年度で 3 カ年目を迎えている。産
官学民の連携のもとに各種の事業を実施し、小舟木エコ村の実現に努めてきた。 
地域の知恵に学び、小舟木エコ村の暮らしに活かすための地域文化調査事業を 2回実施し、その
他にも計画地周辺における魚類調査のための現況生態調査事業を行った。 
また、小舟木エコ村事業内容のより一層の理解推進を図るために、農と環境共生をテーマに環境

倫理セミナー事業や地域の農業者を講師に招いた農園参加型セミナーを開催した。こうした事業の

展開により産官学民一体となったエコ村づくりの体制の確立と地域に密着したエコ村づくりの気運

が高まってきている。 
視察事業として、環境共生まちづくりモデル選定地調査事業を 3回（飯田市・北九州市・田原市）

実施し、互いの情報交換を行った。その他の視察事業として、京都府宮津市の「地球デザインスク

ール」、兵庫県神戸市の「北野工房のまち」、静岡県浜松市の「OMソーラー本社屋」、そして愛知県
愛知郡長久手町の「ゴジカラ村」への先進地視察研修事業を 4回行い、小舟木エコ村への導入の参
考とした。 
施設計画については、研究交流施設やエネルギー施設、コミュニティセンター、農産品直売所を

小舟木エコ村センターに統合し、拠点性を高めた。また、住宅については地域のニーズに鑑み、戸

建住宅に一本化。工房については企業誘致ではなくコミュニティビジネスの一環として「育てるま

ち」、という観点から店舗付住宅へと統合した。 
 

課 題 、 問 題 点 へ の 対 応 

①  産学連携による NPOエコ村ネットワーキングの構想を受けて、事業会社として株式会社地球
の芽が平成 15年 3月に設立。同年 4月には地元行政、団体、自治会、企業から構成される、小
舟木エコ村推進協議会を設立し、事業の実現性を高めると共に、住民参加型プロセスを通じた

意見・情報交換に努めた。 
 
②  行政の各種外郭団体の補助メニューに応募する際に、ＮＰＯ，企業、自治体が連携した推進

体制として記述することにより、事業の新規性を高めた。 
 
③  事業化に向けた庁内連絡会の開催等、事業開始に向けた調整をおこなっている。具体的には

開発許可の取得に向けて、庁内各課および県と事前調整を進めていて。また、農地転用許可の

取得について、農業振興地域の整備に関する法律に基づく「27号計画」策定に向けて、県農政
課・近畿農政局と協議を進めている。 

 
直 接 効 果 と 波 及 効 果 

直 

接 

効 

果 

ハード整備に未着手のため直接効果はあらわれていない。 

波 

及 

効 

果 

地元地域への啓蒙・教育的効果 

ＮＰＯ法人エコ村ネットワーキング、株式会社地球の芽及び小舟木エコ村推進協議会によ

る、ワークショップ活動や協議会事業を通じて、地元住民の本計画に対する理解度や関心は

日々高まっており、環境や農業、エコロジーに対する意識の向上に寄与している。これにより

今後の計画推進が円滑化されると共に、一層の住民参加が促されると考えられる。 
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4．原因分析                               成果報告書様式４      

成功及びうまくいかなかった点の原因分析 

今回の事業は他に類例をみない、産学官民連携によるＮＰＯエコ村ネットワーキングを中心とし

た事業実施体制であり、中立的な立場である研究者（仁連理事長：滋賀県立大学教授）がリーダー

として理念構築を行ってきた。これは、産学官民の連携体制の構築及び、国内外の幅広い知識層と

の人的ネットワーク（ＥＣＩフェロー）の形成に伴う、計画・構想の改善・強化をもたらした大き

な要因であったと考えられる。 

 

一方で事業実現に向けた複数の許認可取得プロセスについては、計画内容の具体化の手順や、土

地利用に伴う関係法令に関し、それぞれの立場で様々な見解や意見が出され、その間の調整を段階

的に進めてきたことに、多くの時間を費やしている。 

具体的には、都市計画法に基づく開発行為として、また、農業振興地域での土地利用計画として

の具体的な課題を明らかにし、官民の役割分担の元で、具体化をはかる必要がある。 

 

5．今後の施策展開の方向性 

今後の取組と事業実施に関する課題 

○準備期（平成 16年度～17年度） 
全体計画、造成・基盤および主要施設の計画・設計、事業開発にともなう関係先との協議等。 

○始動期（平成 18年度～20年度） 
造成・基盤整備工事着手を予定。センターエリア等の主要施設の建設、第 1 期住宅販売等。平成
19年 4月に村開きを予定。 

○発展～概成期（平成 21年度～22年度） 
全住戸の立地、暮らし関連事業の本格化等。平成 22年度に村の概成。 

  

準 備 期 始 動 期 発展～概成期 

平成 16 年度 
（2004 年度） 

平成 17 年度 
（2005 年度） 

平成 18 年度
（2006 年度）

平成 19 年度
（2007 年度）

平成 20 年度
（2008 年度）

平成 21 年度 
（2009 年度） 

平成 22 年度
（2010 年度）

       

       

       

 

計画・設計・協議 造成工事 

環境共生住宅 建設 

センターエリア施設 建設


